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介護保険サービス事業者における、労働条件の確保・改善と労働災害防止について 

下関労働基準監督署（平成27年3月） 

１ 労務管理チェックリスト 

 チェック項目 

1 労働者を雇入れる時に、労働条件を書面により交付されていますか。 はい いいえ 

2 

就業規則を作成し、周知されていますか。 

（常時10人以上の労働者を使用する場合、就業規則を監督署に届け

出されていますか。） 

はい いいえ 

3 

1週間の所定労働時間は40時間以内、1日は8時間以内ですか。 

（但し、常時10人未満の労働者を使用する場合は、1週間の所定労

働時間は44時間以内、1日は8時間以内ですか。） 

はい いいえ 

4 
始業、終業時刻の確認・記録など、労働時間を適切に管理されてい

ますか。 
はい いいえ 

5 
賃金不払残業が生じないように何らかの対策を講じられています

か。 
はい いいえ 

6 
時間外労働や休日労働が生じることが見込まれる場合に時間外・休

日労働に関する協定届（36協定）を監督署に届け出されていますか。 
はい いいえ 

7 最低賃金額以上の賃金を支払っておられますか。 はい いいえ 

8 
労使協定を行うことなく、賃金から税金、社会保険料等法令で定め

られているもの以外を控除されていませんか。 
はい いいえ 

9 
事業者の都合で労働者を休業させた場合に、休業手当の支払いをさ

れていますか。 
はい いいえ 

10 年次有給休暇制度が設けられていますか。 はい いいえ 

11 

雇入れ時及び毎年1回定期に健康診断を実施されていますか。 

（但し、深夜業を含む業務に従事される労働者は6箇月以内ごとに1

回健康診断を実施されていますか。） 

はい いいえ 

12 
常時使用する労働者が 10人以上 50人未満の規模の事業場は衛生推

進者を選任されていますか。 
はい いいえ 

13 

常時使用する労働者が50人以上規模の事業場は衛生管理者と産業医

を選任されていますか。そして、それを監督署に報告されています

か。 

はい いいえ 

14 労働保険に加入されていますか。 はい いいえ 



２ 参考 

 ア 労働基準法関係リーフレット等 

(ア) 介護労働者の労働条件の確保・改善のポイント（厚生労働省HP）  

(イ) 訪問介護労働者の労務管理マニュアル（厚生労働省HP） 

 イ 安全衛生関係リーフレット等 

(ア) 社会福祉施設における危険の「見える化」ツール（厚生労働省HP）  

(イ) 社会福祉施設を運営する事業主の皆さまへ 介護・看護作業による腰痛を予防しま

しょう（厚生労働省HP）  

(ウ) 社会福祉施設における労働災害防止のために～腰痛対策・4S活動・KY活動～（厚

生労働省HP） 

(エ)  社会福祉施設における労働災害防止のために～転倒、転落災害を防ぎましょう～

（厚生労働省HP）  

(オ) 第3次産業で働く皆さまへ～安全で安心な職場をつくるために（厚生労働省HP）  

 ウ 安全衛生関係資料・教材 

(ア) 介護業務で働く人のための腰痛予防のポイントとエクササイズ （厚生労働省HP） 

(イ) 社会福祉施設における安全衛生対策テキスト～腰痛対策とKY活動～（厚生労働省

HP） 

 エ 介護関連の助成金について 

    中小企業労働環境向上助成金（個別中小企業助成コース）  

詳細は、こちら

（http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/rou

dou_kobetsu.html  厚生労働省HP）をご覧ください 

 

 

本資料に関するお問い合

わせは、下記へ 

下関労働基準監督署 

（下関市東大和町2-5-15） 

℡ 083-266-5476 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/rou

